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令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業公募要領 

令和８年６月 10 日 

こども家庭庁支援局長 

齊藤 馨 

ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うこ

とで、本人の育ちや教育に影響があるといった課題があるが、家庭内のデリケー

トな問題であること、本人や家族に自覚がないといった理由から、支援が必要で

あっても表面化しにくい構造となっている。

そのようなヤングケアラー支援においては、ヤングケアラーの孤独・孤立を防

ぎ、継続した相談・支援体制を構築することが重要であるところ、令和６年６月

に公布・施行された子ども・若者育成支援推進法の改正によりヤングケアラー支

援が法制化された。これにより、関係機関等は、ヤングケアラーに対する必要な

支援が早期かつ円滑に行われるよう相互に連携を図るとともに、必要な支援を継

続的に行うよう努めることとされた。 

また、支援対象の年齢がおおむね 30歳未満（施策内容によりおおむね 40歳未

満）とされたことから、18歳前後での切れ目ない支援が求められている。特に 18

歳以上のヤングケアラーについては、居住地と通勤・通学先が異なる場合があ

り、その場合にヤングケアラーを把握した機関と居住自治体の連携が不可欠であ

るため、自治体の枠を超えた広域的な支援体制の構築が求められているところで

ある。 

本事業は、こうした法改正の趣旨やヤングケアラー支援において求められてい

る課題も踏まえつつ、民間団体等で全国規模のイベントやシンポジウム等を開催

し、地域ごとの当事者、支援者、民間企業同士の相互交流を促すことにより、ヤ

ングケアラーの相互ネットワークの形成を図ることを目的とする。

このため、「２」で定める対象業務の実施に要する経費の助成を行うので、以下

の事項に留意して、応募されたい。 

１ 実施主体（応募主体） 

応募条件は、次の条件を全て満たす団体とする。 

（１）法人格を有すること。

※ 複数の法人が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表法人と

し、当該法人が応募すること。（連名による応募は認めない。）

（２）本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。

（３）本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等につい

て十分な管理能力、及び精算を適正に行う経理体制を有していること。 

（４）こども家庭庁から補助金交付等停止を受けている期間中ではないこと。

（５）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第２号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴

力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。 
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２ 対象業務 

対象業務は、次の（１）から（３）に記載するいずれかの業務とする。なお、い

ずれの業務においても、開催後速やかにこども家庭庁支援局虐待防止対策課（以下

「虐待防止対策課」という。）に報告を行うこと。報告には、参加者数、閲覧者数、

関係資料等を盛り込むこと。 

（１）ヤングケアラー本人や支援者・当事者団体に向けた情報発信 

実施団体は、Webサイト等を活用して、支援者・当事者団体（以下「支援者

団体等」という。）に関する情報の発信、民間企業によるヤングケアラー支援の

取組紹介や当事者の体験談の共有等を行うこと。なお、Web サイト等の作成や

更新等に当たっては、ヤングケアラー元当事者等の意見を聴取すること。 

ア 支援者団体等に関する情報の発信について 

支援者団体等が実施する相談会やピアサポート、研修会などのイベント

情報を案内することが考えられる。こうした情報の収集にあたっては、実

施団体がリサーチするだけでなく、（２）の交流会に参加した法人・団体

から情報提供を受け、それを整理・掲載するスキームとすることが望まし

い。 

イ 民間企業によるヤングケアラー支援の取組を紹介 

民間企業が独自に行っているヤングケアラー支援に関する取組やイベン

ト等について、その内容等を紹介することが考えられる。 

ウ 当事者の体験談の共有等について 

当事者の体験談の共有等については、ヤングケアラーとしての経験だけで

なく、支援につながった経緯や支援を受けたことでどのような変化があった

かといった体験談も含め、当事者が参考にできるような内容を発信するこ

と。 

（２）地方自治体当事者、支援者団体等との相互交流・発展 

実施団体は、地方自治体、支援者団体等、民間企業等、様々な関係者の相互

交流や情報共有を促すことを目的とした事業（以下「交流会」という。）を実施

すること。 

【開催にあたっての留意点】 

ア 目的 

ヤングケアラー当事者・元当事者や地方自治体、支援団体等、民間企業等

が、それぞれの経験や知見、支援事例を共有する場を提供することで、全国

及び各地域における関係者間の連携を深めるなど、ヤングケアラー支援の相

互ネットワークを新たに形成することを目的とする。特に、支援体制の整備

が途上にある地域において、関係者間の連携が進み、持続可能な支援ネット

ワークの構築につながることが期待される。 

イ 開催方法等 

様々な関係者が広く参加できるよう、対面開催、オンライン開催、フォー

ラム形式のイベントなど、事業の目的を最も効果的に達成できる方法で開催

すること。また、参加者の地理的・時間的制約に配慮し、ハイブリッド形式

の導入や録画配信の活用を図る他、参加者間の双方向的な交流が促進される

よう、ワークショップやグループディスカッションなどの参加型プログラム

も適宜取り入れること。 
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ウ 開催地域 

開催地域の選定においては、地域資源が十分でないエリアや相互ネットワ

ークが十分に構築されていない地域を優先的に検討し、新たな相互ネットワ

ークの形成を目指すこと。 

また、開催地域は、単一の自治体に限定せず、複数の自治体を含む広域（地

方区分）を対象とした開催とすること。 

なお、開催地域については、虐待防止対策課と協議の上、決定するものと

する。 

エ 開催回数 

異なる地方区分において、２回以上開催すること。 

オ 開催後の伴走支援 

交流会は一時的な取組で終わることなく、持続的なネットワークの形成に

つながることが期待される。そのため、参加した自治体に対して、交流会で

得られたネットワークや知見を活かし、継続的な意見交換会の開催を促すこ

と。参加者同士の職種を超えたネットワーク形成の他、都道府県が管内の市

区町村との情報共有や課題解決に向けた協議の場を設けるなど、地域に根ざ

した支援体制の充実や、地方区分でのより広域的な情報共有等の協議の場の

形成につなげることも考えられる。 

特に、ネットワーク形成のノウハウが十分でない自治体に対しては、虐待

防止対策課と連携し、交流会後の会議運営支援や有識者の紹介など、自治体

が持続的に取り組めるよう、適切なサポート（伴走支援）を行うこと。 

（３）その他事業内容に即して必要と認められるもの 

（１）及び（２）のほか、ヤングケアラーに対する相談支援の推進や、地方

自治体による相談機能の強化等、本事業の目的に沿った効果的な取組があれば

虐待防止対策課に協議の上、実施すること。 

※ その他業務の詳細は、別紙１「令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク

形成推進事業実施要綱」に基づき実施すること。 

 

３ 実施期間 

事業採択通知日以降、令和８年度内に開始し、完了すること。 

 

４ 補助基準額等 

（１）補助基準額 

10,967,000円を上限とする。 

（２）補助率 

定額（対象経費の 10/10相当） 

（３）補助対象経費 

ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業を行うために必要な報酬、

給料、職員手当、共済費、賃金、報償費（諸謝金）、旅費、需用費（消耗品

費、食糧費、印刷製本費、会議費、光熱水費）、役務費（通信運搬費、広告

料、保険料、手数料）、委託料、使用料及び賃借料等 
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５ 事業者の決定方法について 

提出書類については、別に設ける令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形

成推進事業評価検討委員会（以下「検討委員会」という。）において、別紙２「令和

８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業に係る事業計画書等評価基

準」により、評価を行う。 

（１）事前審査について 

次のいずれかに該当する場合は、令和８年度ヤングケアラー相互ネットワー

ク形成推進事業事務局（以下「事務局」という。）による事前審査において不採

択とする。 

ア 事業内容が「２」に定める対象業務と明らかに合致していない場合 

イ 事業内容が営利を目的とする事業の場合 

ウ 財務諸表等の会計書類から法人の経営状況に深刻な問題があると判断さ

れる場合 

エ 事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事

業者や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大半を占める事

業である場合 

オ 事業の大部分が設備整備、備品購入等である場合 

カ 単年度で終了しない事業である場合 

キ 「９」に定める提出書類が全て提出されていない場合 

（２）応募書類の返却について 

次のいずれかに該当する場合は、応募書類を受け付けずに返却する。 

ア 法人格のない団体が応募している場合 

イ 複数の団体が連名で応募している場合 

ウ 「11」の提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

（３）検討委員会による評価について 

応募のあった事業者のうち事前審査において問題がないものについては、検

討委員会において評価を行い、その結果に基づき、採否を決定する。 

なお、検討委員会における評価結果後、補助基準額の範囲内において、複数

の事業者による実施が効果的であると認められる場合には、当該評価結果を踏

まえ、複数の事業者を採択することがある。この場合においては、各事業者へ

の補助額は、提案内容及び所要額を踏まえ、予算の範囲内で適切に配分するも

のとする。 

 

６ 応募に当たっての留意事項 

（１）応募主体について 

  「１」によること。 

（２）採択後の事業の進め方について 

事業採択後は、虐待防止対策課と事前に協議を行ってから事業を開始すると

ともに、事業開始後においても、事業の遂行に当たっては、適宜、虐待防止対

策課と協議を行うこと。 
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（３）その他 

ア 事業実施計画書等は、審査後も返却は行わない。 

イ 事業実施計画書等の作成に要する経費は事業者の負担とする。 

ウ 提出する事業実施計画書等の案は、１事業者につき、１点とする。 

エ 提出書類提出期限を過ぎてからの提出書類の追加提出や差し替えは認め

ない。ただし、事務局からの指示に基づくものは除く。 

 

７ 所要額内訳書の作成に当たっての留意事項 

（１）人件費について 

ア 本業務を実施するに当たって必要となる人件費を対象とし、団体の理

事、取締役等の役員報酬は、補助の対象外とする。 

イ 人件費の積算は、団体の内規に従って積算すること。（当該内規資料は、

応募の際に併せて提出すること。） 

（２）諸謝金について 

ア 諸謝金の積算は、事業目的との関連性を明確にするため、回数や人数等

まで明記すること。（例：○○委員会 ○,○○○円×○人×○回＝○○,○○○

円） 

イ 諸謝金の積算は、団体の内規に従って積算すること。（当該内規資料は、

応募の際に併せて提出すること。） 

（３）旅費について 

ア 先進地等の視察を目的とした旅費は、補助の対象外とする。 

イ 旅費の積算は、事業目的との関連性を明確にするため、回数や人数等をで

きる限り具体的に記載すること。 

（例：東京→大阪(新幹線) ○,○○○円×○人×○回＝○○,○○○円） 

ウ 旅費の積算は、団体の内規に従って積算すること。（当該内規資料は、応募

の際に併せて提出すること。） 

（４）借料及び損料について 

 事務所、駐車場等の賃料については、補助の対象とする。 

（５）その他 

ア 消耗品費の品目、単価及び個数を明示すること。 

（例：コピー用紙  Ａ４用紙○○○枚×○個 ○○○円×○個＝○,○○○円） 

イ 所要額内訳書に対象経費として計上しなければ、後に補助対象経費として

認められないため、応募の際に漏れなく記入すること。 

ウ 寄付金その他の収入等を充当する経費(補助金を充当しない経費)には、様

式記載の際に下線を引くこと。 

エ 会計検査院の検査の対象にもなることから、本補助金の収入及び支出状況

が判る通帳を適切に管理し、収入及び支出に関係する証拠書類（契約書、旅

費等の領収証）については、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後５

年間実施団体において保存すること。 
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８ 補助金執行の適正性確保 

（１）本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定に

より交付される補助金であり、不適正な使用が認められた場合については、刑

事処罰されることがあるので、適正執行に努めること。 

（２）補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るとともに、団体の事業費

等の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点から、補助金の管理及び経

理事務は、団体の所属機関の長に必ず委任すること。（委任状と承諾書のコピー

を提出すること。） 

（３）他の経費（団体の経常的経費又は他の補助金等）に補助金を加算して、１個

又は１組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできない。 

（４）本事業について、補助金を他事業に流用する等の不正事実が判明した場合に

は、当該団体及び不正行為を行った者が属する団体については、最長５年間、

本事業の応募を認めない措置をとること。 

（５）事業の収支報告等の事業実績報告書については、こども家庭庁ホームページ

において公表する場合があること。 

（６）事業の執行状況及び経理状況を調査するため、事業の実施中又は終了後にこ

ども家庭庁職員による現地調査を行う場合があること。 

（７）事業実績報告には、団体の監事等による本事業の監査結果報告書を添付する

こと。   

（参考） 

    「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（抜粋） 

     （決定の取消） 

      第十七条 各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への

使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又

はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処

分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

 

９ 提出書類 

別紙３のとおり 

 

10 説明会の日時及び参加手続き 

（１）令和８年６月 22日（月）午後２時にオンラインでの説明会を開催する。 

（２）参加希望者は令和８年６月 18日（木）午後２時までに問い合わせ先に記載

するアドレス宛にメールにて連絡すること。（件名に必ず「【法人名】説明会

参加申込（令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業）」と入

れること。） 

（３）説明会の詳細については、参加申込者に個別に連絡する。 

 

11 提出期限 

令和８年７月１日（水）午後５時まで 

※ 提出期限を経過して提出された場合は、受け付けないので、締め切りの厳守につ
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いて、特に留意すること。 

 

12 提出方法 

（１）提出方法 

ア 別紙３に記載する資料を、「13」に記載する窓口に持参すること。 

イ 提出は郵送（書留郵便に限る。）でも可とするが、提出期限までに到着す

るように送付することとし、未着の場合、その責任は参加者に属するもの

とし、期限内の提出がなかったものとみなす。 

ウ 一部電子媒体による提出が必要な書類については、「13」に記載するアド

レス宛てに送付すること。その際、件名は「【法人名】応募書類提出（令和

８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業）」とすること。 

エ 書面による提出と、電子媒体による提出のいずれかが未着の場合は、応

募を受け付けないので、留意すること。 

（２）受付時間 

開庁日の午前 10 時から正午まで、午後１時 30 分から午後５時までとする。 

なお、事前に来庁する日時を担当者と調整すること。 

 

13 問い合わせ窓口 

〒100－6090 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング 20階 

こども家庭庁 支援局 虐待防止対策課 困難包括支援係 

E-mail：gyakutaiboushi.houkatsushien@cfa.go.jp 

※ お問い合わせの場合は、メールにてお願いいたします。 

※ その際、メールの件名に必ず「【法人名】問い合わせ（令和８年度ヤングケアラー

相互ネットワーク形成推進事業）」と入れ、問合せ内容を簡潔に記載願います。 

 

以上 

mailto:gyakutaiboushi.houkatsushien@cfa.go.jp


 

こ 支 虐 第  3 2 2  号 

令和８年６月 10 日  

 

 

法人格を有する団体 各位 

 

こども家庭庁支援局長   

 

令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業の実施について 

 

標記事業の実施については、別紙「令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推

進事業実施要綱」により行うこととし、令和８年６月 10日から適用することとしたので通

知する。 

  

別紙１ 



 

別 紙 

 

令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業実施要綱 

 

第１ 事業の目的 

ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、

本人の育ちや教育に影響があるといった課題があるが、家庭内のデリケートな問題で

あること、本人や家族に自覚がないといった理由から、支援が必要であっても表面化

しにくい構造となっている。 

そのようなヤングケアラー支援においては、ヤングケアラーの孤独・孤立を防ぎ、

継続した相談・支援体制を構築することが重要であるところ、令和６年６月に公布・

施行された子ども・若者育成支援推進法の改正によりヤングケアラー支援が法制化さ

れた。これにより、関係機関等は、ヤングケアラーに対する必要な支援が早期かつ円

滑に行われるよう、相互に連携を図るとともに、必要な支援を継続的に行うよう努め

ることとされ、また、支援対象の年齢がおおむね 30歳未満（施策内容によりおおむね

40歳未満）とされたことから、18歳前後での切れ目ない支援が求められている。 

また、18歳以上のヤングケアラーについては、居住地と通勤・通学先が異なる場

合があり、その場合にはヤングケアラーを把握した機関と居住先自治体との連携が不

可欠であるため、自治体の枠を超えた広域的な支援体制の構築が求められているとこ

ろである。 

本事業は、こうした法改正の趣旨やヤングケアラー支援において求められている課

題も踏まえつつ、民間団体等で全国規模のイベントやシンポジウム等を開催し、地域

ごとの当事者、支援者同士の相互交流を促すことにより、ヤングケアラーの相互ネッ

トワークの形成を図ることを目的とする。 

 

第２ 事業の実施主体 

事業の実施主体は、別に定める公募要領の条件を満たす、法人格を有する団体（以

下「実施団体」という。）とする。なお、実施団体においては、事業目的を達成するた

めに必要があるときは、事業の一部について事業を適切に実施できる者に委託するこ

とができる。 

 

第３ 事業の内容 

実施団体は、以下のいずれかの事業を実施すること。また、事業実施後は、こども

家庭庁支援局虐待防止対策課（以下「虐待防止対策課」という。）に実施した事業の内

容や効果等について報告すること。 

１ ヤングケアラー本人や支援者・当事者団体に向けた情報発信 

実施団体は、Webサイト等を活用して、支援者団体・当事者団体（以下「支援者団体

等」という。）に関する情報の発信、当事者の体験談の共有等を行うこと。なお、Web

サイト等の作成や更新等に当たっては、ヤングケアラー元当事者等の意見を聴取する

こと。また、２に規定する交流会等の実施後も、事業実施期間終了までの間、必要に

応じて情報を更新し、ヤングケアラーにとって有益な情報を掲載するよう努めること。 

２ 地方自治体、支援者団体等との相互交流・発展 

実施団体は、地方自治体、支援者団体等、様々な関係者の相互交流や情報共有を促

すことを目的とした事業を実施すること。 



 

３ その他事業内容に即して必要と認められるもの 

１及び２のほか、ヤングケアラーに対する相談支援の推進や、地方自治体による相談

機能の強化等、本事業の目的に沿った効果的な取組があれば、虐待防止対策課に協議の

上、実施すること。 

 

第４ 事業の実施方法 

実施団体は、第３に規定する事業の実施に当たり、虐待防止対策課と協議の上、事

前に事業実施計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施すること。 

また、各事業を実施するに当たり、ヤングケアラーのプライバシーへの配慮を徹底

すること。 

 

第５ 経費の負担 

この実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、別に定める交付要綱

に基づき、予算の範囲内で補助するものとする。 

 

第６ 会計 

本事業の実施に当たっては、この事業に関する特別会計を設けること等により、本

事業に要する費用について他の事業と区分して明瞭に経理しなければならない。 

 

第７ その他特記事項 

１ 委託の取扱い 

（１）一括委託の禁止等 

実施団体が本事業の全部を一括して第三者に委託することは禁止する。また、事

業の実施に係る企画及び立案並びに進捗管理に関する業務は委託してはならない。 

（２）委託先に対する守秘義務等の確保 

実施団体は、秘密保持、知的財産権等に関して、本実施要綱が定める実施団体の

責務を委託先業者も負うよう、必要な措置を実施すること。 

２ 個人情報の取扱い 

本事業によって知り得た個人情報の取扱いは、次に掲げるとおりとする。 

（１）第三者提供の制限 

事業の一部を委託した者以外の第三者に提供してはならない。 

（２）複写・複製の制限及び適切な廃棄 

個人情報が記された資料を、事業実施以外の目的で複写又は複製しないこと。作

業の必要上、複写又は複製した場合は、作業終了後、適切な方法で破棄すること。 

（３）漏えい等発生時の記録及び対応 

個人情報漏洩等の事案が発生した場合には、事案の発生した経緯及び被害状況等

について、記録に残すとともに、被害の拡大防止及び復旧等のための必要な措置を

講ずること。 

（４）アクセス権限者の限定 

実施団体は、保有する個人情報にアクセスする権限を有する者について、その利

用目的を達成するために必要最小限に限定すること。 

（５）個人情報保護規程の整備等 

上記を含め、個人情報の取扱いに関し、規定を設け適切に保護し、管理すること。 

           



 

３ 著作権の取扱い 

こども家庭庁及びその他の第三者は、事業期間中及び事業期間終了後において、本

事業の実施過程において得られる全ての成果物を、実施団体の許可を得ることなく使

用できるものとする。 



別紙 ２ 

 

令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業に係る 

事業計画書等評価基準 

 

本書は、「令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業」の事業者の決定に

関する評価手順を取りまとめた評価基準書である。 

 

１．採点の手続き 

提出された事業計画書等について、ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業

採点票の各評価項目の要件を満たし、かつ、具体的な提案内容となっているか、特に有

益と考えられる、実現が期待できる等の観点に沿って、以下の基準により採点を行う。 

 

［基準］ 

Ａ：非常に有用な提案がなされている・・・・・・・・・・・・・・・・10 点 

（豊富にある、大きく貢献する、十分備わっている等） 

Ｂ：有用な提案がなされている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７点 

（ある、貢献する､備わっている等） 

Ｃ：提案がなされている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５点 

（標準、普通） 

Ｄ：劣る提案がなされている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３点 

（足りない、貢献がやや乏しい､やや備わっていない等） 

Ｅ：特に劣る提案がされている、提案がなされていない・・・・・・・・０点 

（ほとんどない、ほとんど貢献しない､ほとんど備わっていない等） 

 

２．事業者の決定方法 

複数の評価者により採点された各評価者の採点結果（点数）を合計し、最も高い得点

を得た事業計画書等の提案を行った者を「令和８年度ヤングケアラー相互ネットワー

ク形成推進事業」の事業者として決定する。 

なお、総得点の合計が、５割に満たなかった場合は採択しないものとする。 

 
  



 
 

令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業 採点票 

  
 

 

評価項目 評価基準 採点欄 

１ 事業目的 事業目的が明確に示されており、適切なものとなっているか。   点 

２ 

  

事業内容 

  

事業目的に沿った事業内容が詳細に記されており、かつ、効果的な

ものであるか。 
点 

当事者、支援者同士の相互交流を促す機会を確保すること等によ

り、ヤングケアラーの相互ネットワークを新たに形成する事業内容

が提案されているか。 

点 

ヤングケアラー支援等の実態を熟知しており、実態を踏まえた事業

内容が企画されているか。 
点 

３ 実施方法 

適切な実施方法が採られているか。 点 

事業成果を高めるための創意工夫が見られるか。 点 

「実施要綱第３（１）」にて作成・更新した Webサイト等の、事業

実施期間終了後の取扱いについて提案がされているか。 
点 

４ スケジュール 事業実施スケジュールが適切かつ実現可能なものとなっているか。 点 

５ 組織体制等 

イベントやシンポジウム等の開催や Webサイト構築等の類似事業に

関する過去の実績はどの程度のものか。 
点 

事業の実施体制が整っているか。 点 

  合計  /100 

 

提案者番号： 



令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業 提出書類一覧 

 

項目 書類名 部数 
電子 

媒体 
備考 

１ 提案書

類 

(１) 令和８年度ヤングケアラー相互ネット

ワーク形成推進事業への応募について 

（様式１） 

１部   

 (２) 事業実施計画書（様式２） ２部 〇 ２部 

（内訳） 

法人名有り １部 

法人名無し １部 

 (３) 所要額内訳書 （様式３） ２部 〇 ２部 

（内訳） 

法人名有り １部 

法人名無し １部 

 (４) 事業実施スケジュール表（様式４） ２部 〇 ２部 

（内訳） 

法人名有り １部 

法人名無し １部 

 (５) 人件費、諸謝金及び旅費の支給基準

（法人の内規） 

１部   

２ 法人に

関する

書類 

(１) 定款 １部   

(２) 役員名簿（様式５） １部 〇  

(３) 法人の概況書（様式６） １部 〇  

(４) 事業報告書等法人の活動状況がわかる

資料 

１部  冊子による提出は

不可(分量が多い場

合は、法人の事業

実績等を記した主

要部分の抜粋で可) 

(５) 暴力団等に該当しない旨の誓約書 

（様式７） 

１部 〇  

３ 法人の

経理状

況に関

する書

類 

(１) 令和８年度収入支出予算(見込)書抄本 １部   

(２) 理事会等で承認を得た直近の財務諸表

（貸借対照表、収支計算書、財産目録

等）、監事等による監査結果報告書

（写） 

１部   

(３) 保険料納付に係る申立書（様式８） １部 〇  

留意事項 

○ 上記の様式（様式１～様式８）の電子媒体は、当庁ホームページよりダウンロードすること。 

○ 事業実施計画書（様式２）は、令和８年度ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業に係る事

業計画書等評価基準における評価項目を踏まえて作成すること。 

○ 部数指定のある項目については、Ａ４用紙片面印刷で提出すること。 

○ 電子媒体の欄に「〇」とある書類については、書面に併せて電子媒体でも提出すること。 

○ 「法人名無し」としている書類については、法人名、ロゴマーク等を一切記載せず、提案者が特定

できないよう最大限の配慮を行うこと。 

別紙３ 
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